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第３５Ｍ定時評議員会･第441111理事会

寓原会長挨拶

平成２６年６月９１１（｝j）

午後４時３０分開会

学士会館３０２号室

本１１は当財|辻'第351111定時評議員会及び第４４１１１１理事会開催にあたり、ご多忙中の

ところお集まりいただきまして､誠にありがとうございました。

議事に先立ちまして、私から一言ご挨拶を11'し上げます。当財団は１９９６年に設

立以来、１８年を経過し、１９年Ｕに入りました。昨年４月に、公益財団法人とな

りましたが、所期の口的に沿い法制度整備支援を中心として、各事業ともほぼ順調

に実施してきております。

これら事情の実施運営にあたりましては、法務省やＪＩＣＡをはじめとする政府関

係機関並びに当財団役員、会員企業、また学術関係者の皆様のご指導とご尽ﾉﾉのお

かげであり、この場をお借りしまして改めて厚くお礼I|'しLげます。

言うまでもなく、アジア各1ﾖが州且に発展するためには、各国がｎ国の注制度や、

その連川システムの整備を推進し、法の支配の確立に努め、それにより|馴際的な投

資環境や収Ijl環境が安定したものとなることがｲ<''1欠であります。私は法終備支援

に関し、この流れの中で１１本は大きな役割を果たしており、それに当財団も微ﾉJな

がら寄与しているものと、負しております。

お陰をもちまして財|丈|は順調に事業を行っておりますが、ここ数年厳しい経営環境

に置かれている企業もあり、財団の事業の重要性は理解するものの、やむなく退会

あるいは会費減額の申し出をされる企業はなくなりません。皆様におかれましても、

どうか引き続き財|立lのＰＲ及び会員の維持･増加についてご協ﾉJいただきますようお

願いいたします。

今年度は、ＪＩＣＡとの３年契約の２年口にあたりますが、法整備支援の対象凶と

してミャンマーが新たに加わり、５ノlに第１回Ｕの冊修が行われました。引き続き

カンボジア･ベトナム・ラオスなどに対する法整備支援事業の部会運営、研修等行っ

てまいります。

また、ＪＩＣＡ以外の事業のiﾐなものとしましては、｜Ｉ中氏商事法セミナーを今秋、

北京で開催する予定です。また、３年間の予定で実施している｢アジア太平洋諸lElの

会社情報の開示義務｣についての調査研究事業が、最終年ということで、９川にシン

ポジウムを開催する予定です。

それでは、本１１の議事についてご検討いただき、ご審議のほどよろしくお願い１１'し

上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。
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以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後５時閉会を宣し、解散した

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席した議長及び議

事録署名人が記名押印する。

開催日時平成２６年６月９日１６時３０分～１７時００分

開催場所東京都千代田区神田錦町３－２８学士会館３０２号

出席者評議員総数８名

出席評議員７名

前田宏竹下守夫日野正晴青山善充諸打光照、河内悠紀、小泉淑子

同席者

会長宮原賢次理事長原田明夫事務局長北野貴晶

監事本江威蒼監事服部進睦

議題

（１）議事事項

第１号議案平成２５年度計算書類等承認の件

第２号議案理事選任の件

（２）報告事項

①平成２５年度事業報告の件

②平成２６年度事業計画及び収支予算書報告の件

定足数の確認

７名の出席があり、定款１９条の規定により、評議員会は有効に成立していることを確認した。

議事の経過の要領及びその結果

互選により青山評議員が議長となり、開会を宣し議事に入った。

第１号議案平成２５年度計算書類等について

事務局長より資料に基づき説明が行われ、そのあと監事より業務及び会計については適

正である旨報告が行われた後、原案通り出席者全員一致で可決した。

第２号議案理事選任の件

事務局長より、候補者７名は、平成２６年５月１２Ｈの第４３１Ｈ１理事会で推薦されたも

ので､全員再任候補者である旨説明が行われた後､原案通り出席者全員一一致で可決した。

報告事項

平成２６年度事業計画及び収支予算善について、事務局長より、平成２６年３月１３日

の第４２回理事会で承認されたものとして、資料に基づき説明があった。

議事録著名人

議事録署名人として前田宏評議員と小泉淑子評議員が選出された。
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第四十四回理事会議事録

１，開催日時平成２６年６月９日１７時００分～１７時１５分

2，開催場所東京都千代田区神田錦町３－２８学士会館３０２号室

3，出席者 理事総数７名

出席理事７名

宮原賢次原田明夫寛康生福川伸次小杉丈夫小川郷太郎北野貴晶

監事総数２名

出席監事２名

本江威葺服部進睦

４，

５，

議題

（１）議事事項

第１号議題代表理事、業務執行理事選定の件

候補者

代表理事（会長）：宮原賢次会長

代表理事（理事長）：原田明夫理事長

業務執行理事：北野貴晶（事務局長兼務）

第２号議題参与選定の件

候補者：三宅潔（株式会社みずほ銀行常務執行役員営業担当役員）

第３号議題学術参与選定の件

候補者：佐藤直史（第二東京弁護士会）

第４号議案６月末日までに内閣府に提出する平成２５年度事業報告に等に係る書類の提出

及び記載内容等について理事長に一任する件

（２）報告事項：

①代表理事の職務執行報告

②業務執行理事の職務執行報告

定足数の確認

７名の出席があり、定款３２条の規定により、決議を行う理事会として有効に成立していること

を確認した。

６，議事の経過の要領及びその結果

互選により原田理事長が議長となり、開会を宣し議事に入った。
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以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後５時１５分閉会を宣し、解散した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席代表理事及び出

席監事が記名押印する。

第２号議案

議長から、参与の候補者に関する説明があった。審議の結果、原案通り出席者全員で可決し

た。

第３号議案

議長から、学術参与の候補者に関する説明があった。審議の結果、原案通り出席者全員で可

決した。

第４号議案

事務局長が、内閣府に提出する平成２５年度事業報告に等に係る書類の提出及び記載内容に

ついて説明し、今回は事前に理事会での承認を求める事項はないので、理事長に一任したい

旨の説明の後、審議の結果、原案通り出席者全員一致で可決した。

報告事項

（１）代表理事の職務執行報告

代表理事である宮原会長は､平成２６年秋に開催予定の日中民商事法セミナーについての

準備状況について報告し、原田理事長は、平成２５年度については理事会で承認された範

囲で着実に業務を遂行してきた旨報告した。

（２）業務執行理事の職務執行報告

北野業務執行理事は、平成２６年度のこれまでの財団の活動実績及びこれからの活動予

定を報告した。

７、

第１号議案

議長から、代表理事会長、代表理事理事長、業務執行理事の候補者に関する説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員で可決した。

なお、被選任者は、夫々即時就任を承諾した。

平成２６年６月９日

公益財団法人国際民商事法センター
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平成２５年度事業報告書

(平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

＜事業活動＞

1、公益事業１（調査。研究事業、セミナー。シンポジウム開催事業）

ｌ） アジア｡太平洋地域法制度調査

当財団は法務省法務総合研究所と共同で平成８年度から委託研究としてアジア．太平

洋地域法制度調査研究事業を実施している。平成２４年度よりは｢会社情報提供制度」

をテーマとしてアジア．太平洋会社情報提供制度研究会を平成２７年３月までの３ケ

年計画として実施している。平成２５年度は２年度目であり、対象国。地域関係者よ

りのヒアリング並びに委員の先生の現地調査を中心に研究会を実施した。

名称：アジア･太平洋会社情報提供制度研究会

主催：法務省法務総合研究所国際協力部、当財団

期間：平成２４年４月～平成２７年３月（３ケ年プロジェクト）

研究対象国｡地域：韓国、ベトナム、台湾、シンガポール

座長：近藤光男神戸大学大学院法学研究科教授

委員：川口恭弘同志社大学大学院法学研究科教授

北村雅史京都大学大学院法学研究科教授

中東正文名古屋大学大学院法学研究科教授

行津一人神戸大学大学院法学研究科教授

池田裕彦弁護士法人大江橋法律事務所弁護士

石田員得関西学院大学法学部教授

雷藤暁住友商事株式会社法務部関西法務チーム長

平成２５年度における研究会開催（場所：法務総合研究所（大阪）国際協力部セミナー室）

第５回研究会平成２５年４月４日

第６回研究会平成２５年６月４日

第７回研究会平成２５年９月３日

第８回研究会平成２５年１２月６日

第９回研究会平成２６年３月１９日

（２）日韓パートナーシップ共同研究

本研究は、韓国大法院･各級法院及び日本法務省･法務局と裁判所の不動産及び商業登

記制度関係者によるパートナーシップ共同研究で、研究員が、主題に関する制度上及

び実務上の諸問題についての議論を通じてお互いの知識の向上を図り、成果を研究主
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題についての制度の発展及び実務の改善に寄与させるとともに、両国間にパートナー

シップを醸成することを目的としており、平成１１年から毎年開催しているものであ

る。本研究の特徴としては、「日本セッション｣と｢韓国セッション｣という２つのセソ

ションから構成されていることであり、両国の研究員が互いに相手国に渡り、相互に

研究を実施することが挙げられる。なお、韓国セッションは、大法院公務員教育院が

実施する。当財団は本研修の日本側共催者として会議費他の一部費用を負担、研究員

と財団他関係者の交流の場を設ける等の協力を行っている。

第１４回日韓パートナーシップ共同研究

メインテーマ～「不動産登記制度、商業登記制度、供託制度及び

民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」

韓国セッション

日本セッション

平成２５年６月１７日～６月２７日（ソウル）

日本チーム５名が訪韓､韓国チーム５名と共に大法院施設において

研究。帰国後６月２７日帰国報告会を実施。

平成２５年１１月４日～１１月１４日(東京）

韓国チーム５名が来日、日本チーム５名と共に法務省法務総合研

究所(東京)浦安センター等において研究。１１月１２日総合発表

として韓国研究員による発表会開催。

（３）ロシア法調査研究

前年度に引き続き、ロシア法の調査研究を、ロンドン大学法学部教授の小田博先生が

執筆する「ロシア法」の出版助成という形で実施した。東大出版会から、平成２６年

中に出版される見込みである。

（４）日中民商事法セミナー

本セミナーは当財団の重要事業の一つとして平成８年の財団設立以来、日本（東京。

大阪）と中国（北京）で交互に開催し、時機に応じたテーマを取り上げて相手国の専

門家を招轄し講演を行ってもらう方式をとっており、平成２５年度は日本側の要請に

より「中国独占禁止法（価格についての反独占）の現状」、並びに中国側の要請も

あって「大気汚染に関する産業と政策」の二つをテーマとして取り上げた。

第１８回は、東京での１０回目の開催となり、中国側の主催者である国家発展改革委

員会杜蔭副主任をお迎えし、また講師として国家発展改革委員会資源節約と環境保

護司副巡視員漏良並びに国家発展改革委員会反独占局副局長李青に来日い

ただき、中国政府それぞれの立場から２つのテーマについて現状と今後の課題などを

ご紹介いただいた。日本側コメンテーターのコメント、並びにその後の質疑応答も活

発に行われ、日本企業の中国での事業展開にとって、有意義な最新情報をお間きする

ことができた。
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第１８回日中民商事法セミナー

1、テーマ：「大気汚染防止に関する産業と政策」

日時：平成２５年１２月５日（木）１３：００－１７：２０

場所：神田錦町学士会館３２０号室

主催：日本側当財団、法務省総合研究所、日本貿易振興機構

中国側国家発展改革委員会

開会挨拶：原田明夫公益財団法人国際民商事法センター理事長

杜膳国家発展改革委員会副主任

総合司会小杉丈夫松尾綜合法律事務所弁護士｡当財団理事

，
‐、

講演「大気汚染防止に関する産業と政策」

（１）中国のエネルギー政策

（２）車(自動車｡オートバイ）の排気ガスによる汚染防止

講師国家発展改革委員会資源節約と環境保護司副巡視員儒良

日本側コメント高橋一滋一橋大学副学長大学院法学研究科教授

高林祐也環境省水･大気環境局総務課課長補佐

総括任瀧国家発展改革委員会副秘書長兼法規司長

小杉丈夫松尾綜合法律事務所弁護士｡当財団理事

テーマ：「中国独占禁止法」（価格についての反独占）の現状

日時：平成２５年１２月６日（金）１３：００－１７：２０

場所：ベルサール六本木１Ｆホール

主催：日本側当財団、法務省総合研究所

中国側国家発展改革委員会

開会挨拶宮原賢次公益財団法人国際民商事法センター会長

杜麿国家発展改革委員会副主任

宮本聡日本貿易振興機構（JETRO）副理事長

野口元郎法務総合研究所国際協力部長

牛建国中国駐日大使館公使参事官

総合司会小杉丈夫松尾綜合法律事務所弁護士｡当財団理事

講演「中国独占禁止法」（価格についての反独占）の現状

講師国家発展改革委員会反独占局副局長李青

日本側コメント川島富士雄名古屋大学大学院国際開発研究科教授

射手矢好雄森｡漬田松本法律事務所弁護士

総括任瀧国家発展改革委員会副秘書長兼法規司長

小杉丈夫松尾綜合法律事務所弁護士･当財団理事

（５）国際民商事法講演会

今年度は、法務省法務総合研究所、独立行政法人国際協力機構（以下、ＪＩＣＡ）と

共催、外務省、財務省財務総合研究所、日本弁護士連合会、独立行政法人日本貿易振
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興機構（ＪＥＴＲ○）の後援を得て、「ミャンマーの発展と課題」～法的側面を中心

として～と題して共同研究を実施した。急速に発展が進むミャンマーにおいては，国

際標準に則した法令の整備及び適切な運用により，法の支配，民主化，持続的な経済

成長が更に推進されることを目指しており，我が国は，ミャンマーの法。司法関係機

関の組織的。人的能力を向上させるための法整備支援プロジェクトを今後実施する予

定である。ミャンマー連邦法務長官府の関係者と「日。ミャンマー法制度比較共同研

究」を行い，両国の法制度を比較することを通じ，法。司法分野における二国間の協

力のあり方。方向‘性に関する認識を再確認するための一環として本研究を実施して、

ミャンマーの法制度やビジネス法，連邦法務長官府の役割などに関する情報共有を行

うとともに，ミャンマーにおける法整備に関する取組みと今後の展望について意見交
換を行った。

日時：平成２５年６月１２日（水）１１：００－１７：００

場所：ＪＩＣＡ竹橋合同ビル９階講堂

～プログラム～

開会挨拶市川雅一JICA理事

来賓挨拶酒井邦彦法務省法務総合研究所長

キン・マウン。テイン（ＨＥＭｒ・KhinMaungTin）駐日ミャンマー大使

基調講演「ミャンマーの法制度及びビジネス法に関する最新情報」

トウン。シン（ＨＥＤｒ・TunShin）ミャンマー連邦法務長官

講演Ｉ「ミャンマー連邦議会の構成と法律制定過程」

ティー。クン。ミャッ（ＨＥＭｒ・ＴｉＫｈｕｎＭｙａｔ）

連邦議会（下院）法案委員会委員長

講演Ⅱ「ミャンマー連邦法務長官府の役割」

チョー。モー。ナイン（ＨＥ・Ｍｒ・KyawMoeNaillg）

ヤンゴン管区法務長官

報告「ミャンマー民商事基本法制調査報告」

小松岳志森・漬田松本法律事務所シンガポールオフィス弁護士

ペネルディスカッション「ミャンマー法整備における取組みと今後１０年の課題」
モデレーター：野口元郎法務省法務総合研究所国際協力部部長
パネリスト：

ミャンマー側

トゥン。シン（ＨＥＤｒ・TunShin）ミャンマー連邦法務長官

チョー。モー。ナイン（H・ＥＭｒ・KyawMoeNaing）ヤンゴン管区法務長官
日本側

鮎京正訓名古屋大学理事。副総長博士（法学）

佐々山拓也外務省アジア大洋州局南部アジア部南東アジア第一課長

小島英太郎JETRO海外調査部アジア大洋州課課長代理(前ヤンゴン事務所長）

小松岳志森。漬田松本法律事務所シンガポールオフィス弁護士
佐藤直史JICA国際協力専門員弁護士

閉会挨拶小杉丈夫公益財団法人国際民商事法センター理事
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（６）連携企画「アジアのための国際協力ｉｎ法分野２０１３」

当財団は、法務総合研究所。慶膳義塾大学大学院法務研究科。神戸大学大学院国際協力研

究科。名古屋大学大学院法学研究科。法政国際教育協力研究センター。早稲田大学法学学

術院。比較法研究所と共催して、次世代のアジア諸国法研究者や法整備支援の担い手を育

成するための連携企画を２０１０年から実施しているが、本年度は「アジアのための国際

協力in法分野2013」を次のとおり３回にわたって開催した。

この連携企画では、国内外の専門家を招鴫して講義を行うとともに参加者がチームに分か

れて研究。報告。討論を行うことにより、アジアの法と社会を学ぶ意味、研究方法論と研

究史、法整備支援をめぐる理論動向、法律実務家がアジア法整備支援に関わることの意義

などについて年間を通して学んでいくことができて、参加者に対して、本企画に参加する

ことにより、アジア諸国法研究や法整備支援の基礎知識や研究方法論を習得するとともに、

次世代の若手研究者。実務家が出会い、ネットワークを形成する場と提供するものとなっ

た。

①キックオフセミナー

日時：平成２５年６月１５日（土）

会場：慶雁義塾大学。三田キャンパス。南校舎ホール

～プログラム～

趣旨説明松尾弘。慶雁義塾大学大学院法務研究科教授

講演「法整備支援と国際協力」

柴田紀子。法務省法務総合研究所国際協力部副部長・検事

パネルディスカッション「法整備支援と経済発展」「法整備支援と市民社会」

パネリスト

大河内美紀名古屋大学法政国際教育協力研究センター教授

佐藤直史JICA国際協力専門員。弁護士

佐藤安信東京大学教授。弁護士

柴田紀子法務省法務総合研究所国際協力部副部長。検事

中村憲一法務省法務総合研究所国際協力部教官。検事

中村真咲名古屋大学リーディング大学院プログラム特任准教授

矢吹公敏日弁連国際交流委員会委員長。弁護士

四本健二神戸大学大学院国際協力研究科教授

サマースクールの説明：大河内美紀。名古屋大学法政国際教育協力研究センター教授

学生シンポジウムの説明：松尾弘慶膳義塾大学大学院法務研究科教授

②マースクール「アジアの法と社会２０１３」

日時：平成２５年年８月７日（水）～９日（金）

会場：名古屋大学。文系総合館カンフアレンスホール（7F）

～プログラム～

８月７日（水）

開会挨拶定形衛（名古屋大学大学院法学研究科長）

趣旨説明大河内美紀（名古屋大学法政国際教育協力研究センター。教授）
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第１部アジアの法と社会への誘い

基調講演鮎京正訓（名古屋大学理事。副総長）

「法律実務家とアジア（１）」辻保彦（法務省法務総合研究所国際協力部、教官）

「法律実務家とアジア（２）」川崎里実

（日本弁護士連合会。国際交流委員会幹事、弁護士）

「学生討論：１１月シンポについて」

８月８日（木）

第２部アジアの法と社会を学ぶための研究方法

「法整備支援におけるフィールドワークの意義」糊津能生

（早稲田大学比較法研究所長、教授）

「インドの法と社会」伊藤弘子（名古屋大学大学院法学研究科。特任准教授）

「東南アジアのイスラーム法」桑原尚子（高知短期大学・教授）

第３部”ReformingLawandLegalEducationintheContextofLegalAssistance

inAsia”（英語セッション）

‘‘ReforlningKnowledge？TheGlobalTumofLegalEducationinAsia'，

IsabelleGIRAUDOU（名古屋大学大学院法学研究科・特任准教授）

“FomationofanASEANRegionalComlnｕｎｌｔｙａｎｄｔｈｅＡｇｅｎｄａｆｏｒＬｅｇａｌ

ＲｅｆｏｒｍｓｉｎＳｏｕｔｈｅａｓｔＡｓｉａｎｃｏｕｎｔｒｉｅｓ”

TeileeKUONG(名古屋大学法政国際教育協力研究センター｡准教授）

８月９日（金）

第４音価法整備支援に携わるためのキャリアパス

佐藤直史（JICA国際協力専門員、弁護士）

岡英男（JICAモンゴル調停制度強化プロジェクト長期専門家、弁護士）

名古屋大学・博士課程教育リーディングプログラム

「法制度設計。国際的制度移植専門家の養成」に関する案内

小野耕二（名古屋大学大学院法学研究科。教授）

第５部グローバル化するアジアの法と社会

「グローバル化するアジアの法と社会」松尾弘

（慶膳義塾大学大学院法務研究科。教授）

第６部全体討論

コーディネーター散佐藤直史（JICA国際協力専門員、弁護士）

閉会挨拶市橋克哉（名古屋大学副総長。法政国際教育協力研究センター長）

③学生シンポジウム

キックオフセミナー、サマースクールで学んだ知識を踏まえ、全国の各大学の学生メ

ンバーが集い、アジア諸国における社会問題についてそれぞれがテーマを選定し、法的

な側面を中心に捉えながら、より広く、政治。経済。宗教。文化などもふまえた多面的
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（７）平成２５年度｢国際民商事法金沢セミナー」

材の育成強化及び関係諸機関との連携強化を図ることを目的とした。

日時：平成２５年１１月１６日(土）

場所：早稲田大学小野記念講堂～プログラム～

開会挨拶：

糊沢能生早稲田大学比較法研究所長。法学研究科教授

趣旨説明：中村真咲名古屋大学大学院法学研究科特任准教授

学生発表：

１、ミャンマー（ミャンマーの少数民族における国民としての法的地位）

２、カンボジア（カンボジア児童買春への法的アプローチの可能』性）

３、ベトナム（ベトナムの民事訴訟における監督審制度）

４、ベトナム（人身売買：結婚問題について）

５、中国（中国における開発政策～都市化政策のための法改革～）

６、中国（中国民族問題：中国民族自治の実際とあるべき姿）

７、ネパール（ネパール市民権の取得問題）

く発表参加大学＞

・慶膳義塾大学・中央大学・名古屋大学

・名古屋大学法学研究科。一橋大学法科大学院

コメント＆ディスカッション

閉会挨拶：北野貴晶公益財団法人国際民商事法センター事務局長

な考察を行った。「法の分野での国際協力。国際貢献」としての開発法学と法制度整備

支援の実情と魅力に関して、学生等に研究発表させることを通じて、法制度整備支援に

対する広範な関心を集め、理解と協力を求めるとともに、今後の法制度整備に携わる人

石川国際民商事法センター及び法務省法務総合研究所等と共催して下記セミナーを実施

した。

開催趣旨：タイの現状の社会情勢を踏まえながら、経済の現状と課題､投資環境を把

握すると共に担保制度､消費者保護などタイにおける近年の民事法の動

向の理解を深める。

主催：石川国際民商事法センター、法務省法務総合研究所、北国新聞社、当財団

日時：平成２６年３月６日（木）１４：００－１６：３０

場所：北国新聞交流ホール（北国新聞赤羽ホール１階）

～プログラム～

開会挨拶：高津基石川国際民商事法センター会長

本江威喜財団法人国際民商事法センター監事

講演「東南アジア。タイ－社会情勢と投資チャンスー」

１．「投資環境と投資のメリット」

藤川顕氏（東京コンサルティングファームシニアコンサルタント）
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２．「民事法の近年の動向」

西津希久男氏(関西大学政策創造学部国際アジア法政策学科准教授）

２、公益事業２（法整備支援事業）

平成２５年度に財団が関与した法整備支援事業の主なものは以下のとおり。

（１）ベトナム

平成２３年４月から４年間の期間で、ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクトフェー

ズ２を実施している。このプロジェクトは、司法省。最高人民裁判所。最高人民検察院を

支援対象機関とし、支援の重点を「法の運用体制の強化」、「法曹等の能力強化。人材育

成」に置き、司法機関（裁判所。検察庁）及び司法補助機関（判決執行機関等）の能力の

改善に向けた取組を行う一方で民法改正、裁判所組織法改正等の起草支援を行うもので、

平成２５年度は、本プロジェクトに対応した支援組織。協力体制の維持。構築をさらに充

実させていくため、司法省。最高人民裁判所・最高人民検察院それぞれから３回に分けて、

次のとおり本邦研修を実施した。

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

②研,修名

実施期間

実施場所

研修員

③研修名

実施期間

実施場所

研修員

第４４回ベトナム法整備支援研修（SPP）

日越司法制度共同研究最高人民検察院長官招聴

平成２５年８月４日（日）～８月８日（木）

TIC及び法務省法務総合研究所(大阪）

グエン．ホア．ピン最高人民検察院長官他6名

第４５回ベトナム法整備支援研修(SPC）

法。司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２「破産法研修」

平成２５年１０月２日（水）～１０月１１日（金）

法務省法務総合研究所(大阪)及びJICA関西国際センター

ダン。スワン。ダオ最高人民裁判所経済法廷裁判長他9名

第４６回ベトナム法整備支援研修（MOJ）

法。司法制度改革支援プロジェクトフェーズ２「国際私法」

平成２６年３月３日（月）～３月１１日（火）

法務省法務総合研究所（東京）

グエン。カン。ゴック司法省国際法律局局長他9名

また､中央司法関係機関による法規範文書の運用及び裁判実務改善にかかる組織能力向上、

地方の課題への指導｡助言能力強化、法規範文書の起草｡改正を支援するため、ベトナム裁

判実務改善研究会を２回実施した。

（２）カンボジア

平成２４年４月から５年間の期間で、民法。民事訴訟法普及プロジェクトを実施している。
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このプロジェクトは、司法省。王立司法学院。弁護士会。王立法律経済大学を支援対象機

関とし、各機関の中核人材の能力強化等を通じて，カンボジア民法，民事訴訟法及び関連

法令を適切に解釈，運用し，かつ，将来自立的。持続的に現行法の運用及び新法の起草を

可能にすることを目指すものであり、平成２５年度は，民事関連法令の起草。改正、運用

に対し適切に対応する体制及び能力の整備。育成のための本邦研修を次のとおり２回に分

けて実施した。

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

②研修名

実施期間

実施場所

研修員

第２回カンボジア民法。民事訴訟法普及支援研修

平成２５年１０月１８日（金）～１０月２４日（木）

法務省法務総合研究所（大阪）及びJICA関西国際センター

マオピロン司法省技術総局次長他19名

第３回カンボジア民法。民事訴訟法普及支援研修

平成２６年２月１０日（月）～２月２１日（金）

法務省法務総合研究所（大阪）他

テイト。ルッテイー司法省判事他１５名

また、民法・民事訴訟法関連附属法令等の起草。立法化支援と民法。民事訴訟法運用のた

めの諸活動支援のため、次のとおり作業部会等を開催した。

カンボジア民法作業部会１回

カンボジア民事訴訟法作業部会４回

カンボジア不動産登記実務アドバイザリーグループ４回

（３）ラオス

平成２２年７月より４年間の期間で､司法省･最高人民裁判所｡最高人民検察院｡ラオス国立

大学を対象機関とし､ラオス法理論の構築と法理論に基づく司法･立法実務上の問題分析を

通じ、同国法学教育及び法務･司法関係機関の人材･組織強化を支援するプロジェクトを実

施しており、平成２５年度は、上記プロジェクトに対応した支援組織。協力体制の維持。

構築をさらに充実させていくため、民法、民事訴訟法、刑事訴訟法に分けて、次の研修を

実施した。

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

②研修名

実施期間

実施場所

研修員

第８回ラオス法律人材育成強化プロジェクト本邦研修

平成２５年７月２９日（金）～８月９日（金）

法務省法務総合研究所(大阪)及びJICA関西国際センター

ヴィエンヴィライ。ティエンチャサイラオス国立大学法政治学部長

第９回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクト」国別研修（民事訴訟法）

平成２５年１０月７日（月）～１０月１８日（金）

法務省法務総合研究所(大阪)及びJICA関西国際センター

ソムサック。タイブンラック中部高等人民裁判所副所長他１１名

1３－
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③研修名

実施期間

実施場所

研修員

④研修名

実施期間

実施場所

研修員

第１０回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクト」国別研修（民法）

平成２６年２月１１日（火）～２月２６日（水）

JICA東京国際センター(TIC)他

ブンポーン。フアンマニー司法省法制局局長他16名

第１１回ラオス法整備支援研修

「法律人材育成強化プロジェクト」国別研修（民法）

平成２６年３月２日（日）～３月１４日（金）

JICA東京国際センター(TIC)他

ケッサナー。ポムマチヤン司法省法情報センター部長他17名

また、支援組織として、次のアドバイザリーグループの会合を開催した。

ラオス民法アドバイザリーグループ（JICA-NET）７回

ラオス刑事訴訟法JICA-NETセミナー５回

（４）ネパール

平成２１年度よりネパール民法改正支援のため、「民法及び関連法セミナー｣として本邦研

修が実施されており、平成２５年度は、次の研修を実施した。

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

ネパール「民法関連法」

平成２６年３月１４日（金）～３月２１日（金）

JICA東京国際センター(TIC）

デュンガナ。テク・プラサド法。司法。制憲議会。国会省他３名

また､本支援を効果的に推進するためにネパール民法改正支援アドバイザリーグループを５

回開催した。

更に平成25年度に、「迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクトがス

タートして、初回のアドバイザリーグループ会合を開催したのち、次の研修を実施した。

②研修名

実施期間

実施場所

研修員

（５）中国

ネパール第１回迅速かつ公平な紛争解決のための

裁判所能力強化プロジェクト(事件管理及び調停）

平成２５年１２月１０日（火）～１２月２０日（金）

JICA東京国際センター他

カルヤンシュレスタ最高裁判所判事他１９名

平成２５年度は、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（民法室）を支援対象機関

として、「民事訴訟法及び民事関連法」の起草支援を継続して実施し、その一環として次
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の研修を実施した。

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

中国「民事訴訟法及び民事関連法」国別研修（著作権法）

平成２５年１０月１８日（金）～１０月２４日（木）

JICA東京国際センター他

挑紅全国人大常委会法制工作委員会民法室巡視員他9名

加えて、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（行政法室）を支援対象機関として、

中国の行政関連法改正に関する日本の法律及び司法実務への理解を深め、行政関連法改正

に生かすことを目的として「行政訴訟法及び行政関連法」の起草支援として、次の研修を

実施した。

②研修名

実施期間

実施場所

研修員

（６）モンゴル

中国「行政訴訟法及び行政関連法」国別研修

（行政訴訟法。行政夏議法、環境保護法）

平成２５年１１月１日（土）～１１月９日（土）

北海道大学、JICA北海道およびJICA中部

衰傑全人代常務委員会法制工作委員会行政法室主任他9名

平成２２年からモンゴル最高裁判所と協力し、調停センターの利用を促進しつつ、モンゴ

ル全国に調停制度を導入する計画策定を支援する「調停制度強化プロジェクト」を実施し

ている。平成２５年度はフェーズ２として継続し、モンゴル調停制度強化アドバイザリー
グループ会合を７回開催した。

（７）中央アジア

中央アジア諸国（カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン）の裁判官。

立法担当者等を対象として、市場経済化にふさわしい法制度を独自で整備し、その解釈・

運用を適切に行えるようにするため、各国の企業法制についての運用状況や問題点を明ら

かにすると共に､現地の法曹関係者への普及を目的としたセミナーを次のとおり実施した。

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

第６回中央アジア地域法制比較研究セミナー

平成２５年１１月２９日（金）～１２月１３日（金）

法務省法務総合研究所(大阪)及びJICA関西国際センター

ホジャエフファルフタジキスタンドウシヤンベ市経済裁判所判事他１１名

前記をバックアップするため、中央アジア地域別研修比較法制研究セミナーアドバイザ
リーグループ会合を3回開催した。

（８）インドネシア
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中央アジア刑事司法制度フオローアップセミナー

平成２６年３月４日（火）～３月２０日（木）

国連アジア極東犯罪防止研究所（UNAFEI）他

アルビートフ。アスカル検事総長府第三部検事総長補佐官他9名

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

インドネシア裁判官人材育成強化共同研究

平成２６年２月２３日（日）～３月１日（日）

法務省法務総合研究所(大阪）

ハムダン・クダエダーインドネシア最高裁判所判事他15名

（９）ミャンマー

法務長官府の法案審査及び法的助言能力の向上及び最高裁判所の法情報の調査及法案作成

能力の向上を含む、両機関の立法実務能力の向上、人材育成強化を支援するための3年プロ

ジェクトが、平成２５年１１月にスタートした。

(１０）中央アジア刑事司法制度のフオローアップとして以下の研修を実施した。

①研修名

実施期間

実施場所

研修員

インドネシアにおける民事裁判実務の現状と課題などについて情報提供を受けるとともに

我が国の民事裁判実務を紹介して，両国の民事裁判実務のあり方などを共同研究するため

に、次の研修を実施した。

(１１）法整備支援連絡会

平成１２年から法整備支援に関する関係機関が一堂に会し、意見や‘情報の交換を行う場と

して、法整備支援連絡会を開催している。平成２５年度は従来と同様、平成２６年１月２

４日に大阪で開催された。（当財団後援）

時
場
平成２５年１月２５日１０：００～１８：００

(大阪）大阪中之島合同庁舎２階法務省法務総合研究所国際会議室

(東京）JICA市ヶ谷ビル「国際会議場」（ＴＶ会議システム）

法務省法務総合研究所、独立行政法人国際協力機構(JICA）

連帯と協調で広げる法整備支援

法整備支援に関与している関係機関、関係者

日

会

主催

こテーーマ

出席者
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＜管理報告＞

l、理事会。評議員会

平成２５年５月２日

・第３８回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項

（１）平成２４年度（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）事業報告、

計算書類およびそれらの附属明細書承認の件

（２）平成２５年度事業計画及び収支予算書承認の件

（３）定時評議員会招集の件

（４）本店所在地移転の件

（５）会計規程制定の件

（６）参与推薦の件

出席等提案書に対し、理事７名の全員の正面による同意の意思表示及び監査役２

名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、理事

会の決議があったものとみなされた。

平成２５年５月２０日

・第３４回評議員会

開催場所法曹会館高砂の間

決議事項

（１）平成２４年度計算書類等承認の件

報告事項

（１）平成２４年度の事業報告の件

（２）平成２５年度事業計画及び収支予算書報告の件

（３）主たる事務所移転の件

出席等決議に必要な出席評議員の数８名、出席６名、欠席２名、監事出席２名

平成２５年５月２０日

・第３９回理事会

開催場所法曹会館高砂の間

決議事項業務執行理事選定の件

報告事項代表理事の職務執行報告

出席等決議に必要な出席理事の数７名、出席７名、欠席０名、監事出席２名

平成２５年７月１８日

・第４０回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項当財団の主たる事務所を次のとおり移転すること

移転先：東京都港区赤坂１丁目3番5号赤坂アピタシオンビル
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出席等

移転時期：平成２５年７月２９日

提案書に対し、理事７名の全員の正面による同意の意思表示及び監査役２

名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、理事

会の決議があったものとみなされた。

平成２５年１０月２日

・第４１回理事会

開催方法決議の省略の方法

決議事項参与推薦の件

出席等提案書に対し、理事７名の全員の正面による同意の意思表示及び監査役

２名全員から書面により異議がないことの意思表示を得た日をもって、

・理事会の決議があったものとみなされた。

平成２６年３月１３日

・第４２回理事会

開催方法住友商事（㈱東京本社３８階３８３Ｄ会議室

決議事項平成２６年度事業計画の件

公益財団法人国際民商事法センター旅費規程制定の件

報告事項代表理事の職務執行報告

出席等決議に必要な出席理事の数７名、出席７名、欠席０名、監事出席２名

２、主たる事務所移転

‘。

Ｊ，

平成２５年７月２９日に以下住所に移転した。

東京都港区赤坂1丁目3番5号赤坂アビタシオンビル

（電話。ＦＡＸ番号は変更なし）

機関誌「ＩＣＣＬＣ」発行

第４０号平成２５年６月発行

第１７回日中民商事法セミナー

第４１号平成２５年７月発行

平成２４年度事業報告、平成２５年度事業計画

第４２号平成２６年３月発行

第１８回日中民商事法セミナー

４、ＩＣＣＬＣニュースレター発行

第２７号平成２５年５月発行

ロシア会社法

第２８号平成２５年６月発行

国際民商事法金沢セミナー
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第２９号平成２５年８月発行

第１７回日中民商事法セミナー

第３０号平成２６年２月発行

ミャンマーの発展と課題」～法的側面を中心としてへ

第３１号平成２５年３月発行

第１８回日中民商事法セミナー

５パンフレット作成｡ホームページの内容修正

平成２５年４月からの公益法人化、同年７月の事務所移転に伴い、当財団パンフレット

の改訂版を作成した。同様に、ホームページの全面更改を行い、公表資料や発信情報を

適宜更新している。

以上
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貸借対照表
平成26年３月３１日現在

０

△５１７，３３１

1,818,144

０

2０－

Ｉ資産の部
ｌ流動資産
現;金預金

有価証券
未収入金

前払費用
仮払金

流動資産合計

２固定資産

(1)基本財産

定期預金

投資有価証券
基本財産合計

(2)その他の固定資産
建物付属設備

減価償却累計額
什器備品
減価償却累計額
無形固定資産
減価償茸累計額
電話加入権
差入保証金

その他固定資産合計

固定資産合計
資産合計

Ⅱ負債の部

１流動負債

未払金
前受金

流動負債合計
２固定負債
長期前受金
固定負債合計

負債合計

Ⅲ正味財産の部
一般正味財産

正味財-産合計
負,債及び:信味財産合計

当年度

7,217,324

297.188

25,052,737

353,765
450

32,921,464

42,500,000

7,500,000

50,000,000

468,615

△70,292

4,289,383

△2,618,270

647,850

△97,ﾕ7８
３０１，３９２

1,965,366

4,886,866

54,886,866

87,808,330

1,506,41

1,81＆14

3,324,55

1454,53

454,53

’3,779,091

84,029,24

84,029,24

■■■87,808,33

前年度

18,9191014
10,588,770

2,709,57,

32,240

32,249,596

49,500,000

7,500,000

50,000,000

944,005

△815,085

4,056,878

△3,668,024

Ｊツ

301,392
487,000

4,306,166

54,306,166

86,555,762

2,023,741

Ⅱ2,023,74
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ｌ
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△
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10,291,582

噸,343,165

3531765
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671,868

△475,390
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232,505

1,049,754
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△９７，１７８
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掌位:円

正味財産増減計算書内訳表

自平成25年４月１日至平成26年３月３１日

-350.095

２１－

堂ｲ市？|望

科目

Ｉ一般正味財度増減の部！’

睡霊¥軽需胃冠ﾛ罰

、躍霊瓢E悪ヨ’

①基本財産運用差！
基本財産受取利息

＝垂逐RE零
受取会費

互憶張蚕璽届畷

業務受託収益

研修業務受託収益

④その他

受取利息

その他

経常収益計

(2)経常費用

事業霊

委託費（人件費）

雲託費（その他）

賭謝金

旅費交通費

涌信揮鶴費

諺費

交際費

場費

印刷製本費

新聞図書費

諸会費

光熱水道費

消耗品萱

消耗什器噛品費

OA磯器ﾘー ｽ料

修繕費

賀借料

共益費

法定福利賀

租税公課

支払手数料

減価償却賛

保険料

職費

管理萱（注】

委託費〔人件饗〉

委託費〔その他）

諸謝金

旅賛交通費

通信i運搬費

譲費

交際費

会場費

印刷製本費

新聞図書費

諸会費

光熱水道費

消耗品費

消耗什器備品蟹

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

修繕費

貫借料

共益費

去定福利蚕

租税公課

支払手数料

減価償却費

保険料

■=匪電霊可司計－－~~‐

評価損益等調整前当期経常増減

基本財産評価損益等

特定資産評価損益零

投資有匝証券評価損益等

評価損益零計

当期経鴬増減額

2､経常外増減の部

(1)経常外収差

(2)経端外愛用

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残商

一般正味財産期末残高

正味財産期末裟高

公益目的事業会計’

｡壷研究・Ｉ
セミナー厩

１５．３８６

16.224.183

10.774

16.250.343

16.688.938
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2.506.731

985560

6-152254

345539

1597.466

1.774.867

９f２４５０

２９－１９９

234680

ﾜ向ワ、９

33.768
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23-435
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／
／

／
16-688‘9３

-438.59

･-438-59

法整備支援事業

68.389,642

68.389.642

68389.642

68-453.828

21.711.250

18.723.227

7.358.540

8.467.309

986.704

3568.200

15540

577.265

305.426

204.395

868.644

162.464

392.616

3.129.965

945609

130.000

”５２２５

592.424

89.025

Ⅱ
／

68.453.828

５１－６４１８６

０Ｉ０

01‐０
5１-64.186

15.3861

m翻璽肩F、

開扉唖同語圃

訂詞可嗣R罷圃

…

.:ＥＲ稚幣】M9H鋼

85-142.766

22‘993.308

21.229.958

5.165.666

1.790.407

1.489.715

305426

２３３５９４

1.103324

185.673

426.384

3577-103

1-080696

1３０－０００

290.230

677.056

112460

55.860

85‘142.766

-502-78

-502.78

3q4.100

4.619.563
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正味財産増減計算雷

自平成２５年４月１日至平成26年３月３１日

科宙

I一般正味財度増減の部

.1．軽常増減の部

(1)経常収益

①基本財産運用益
基本財産受取利息

②受取会費一一-画
受取会費

一
葉務受託収益

研懐業務受託収益

④その他

受取利息

その他

経常収益話

(2)経常費用
‐事業黄

託費（人件費）

委託喪<その他）

諸謝金

旅費交通費一一一一一
通信i唖搬費

謹黄

交際費

場饗

印刷製本費

新聞図書費

諸会費

光熱水道費

消耗品費

消耗什器備品菱

0A提器ﾘ･･ｽ料

賀借料

共益費

法定福利費

租税公課

支払手数料

減価償却費

保険料

雑費

管理費（注）

委託喪（人件菱）

雲託費〔その他）
諸謝金

旅費交通費

通憎運搬費

諺費

交際費

会培蓑

印刷製本費

新聞図書萱

諸会萱

光熱水道費

消耗品費

消耗什器術品費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

修繕費

賃借料

共益費

去定福利費

租税公課

支払手数料

減価償却費

保険料

経常愛用計一一．－

評価楓釜等調整前当期釜常増減額
基本財産欝価損益等

掠定資産評価損益等
投黄有価証券評価損益零

評価槻益等計

１当期経舗増減額

2,経常外増蕊の部

（１）経常外収益

（２）経常外費用

当期一般正味財産埴減額

一殻正味財産期首残商

一般正味財産期末残高

■正味財産期末残高

予算額

1７．８４７

22.500.000

55.623.188

54266.113

1.357-075

16,978

2.781‘０００

80-939.013

73.618.884

22.07277

9.766.8

9｡661,2コ

14,421.0〔

194.1

5.675.8

2.007.216

2553.652

455.039

997-354

28:464

302.400

3.605.818

1,463.011

1.000

59.555

240.000

113.482

11,736.294

3.274,53Ｂ

703.500

959.862

1.102.674

812.216

604.222

94.759

1264900

１’５０‘７８
Ｉ４５７Ｄ２

１７，１１

337.68

９０１－４５

365-75

143,19

246,1

133.52

50.（

＃､417.000

85.355.178

－４．４１６．１６５

･･４４１６．１６５

84,53202

80.115.856

B0,115,855
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8‘344.100

14619.563

1-332.243
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1.790.407

1-4B9.715

305.426

233-594

1.103-324

185-673

426.384

3.577.103

1.080‘696

130.000

677.056
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附属明細書

1．基本財産及び特定資産の明細は､財務諸表に対する注記に記載している。

2．引当金はないので､明細は作成していない。
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財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、
売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

(2)固定資産の減価償却方法
①有形固定資産
定率法

なお主な耐用年数はつぎのとおりであります。
建物付属設備１０年
器具備品４～１５年

②無形固定資産
定額法耐用年数5年

(3)リース取引の処理方法

リース物権の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス．リース取引
については､通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は､税込方式によっております。

２基本財産の増減及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は､次のとおりであります．

科目 前期末残高 当期増加額

定期預金 42,500,000

投資有価証券 7,500,000

合計 50n00QOOO

3.基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は､次のとおりであります。

科目 当期末残高
(うち指定正味財産

からの充当額）

定期預金 42,500,000

投資有価証券 7,500,000

合計 50,000,000

－２４－

当期減少額

〈うち一般財産から

の充当額）

(42,500,000）

(7,500,000）

(50,000,000）

(単イウ２円）

当期末残高

42,500,000

7,500,000

50,000.000

(単イウ２円）(単位:円）

《うち負債に対応

する額）



貸・借対照表科目

(流動資産）

流動資産合計

(固定資産）

基本財産

現金

普通預金

有価証券

未収入金

前払費用

仮払金

定期預金

その他の固定資産建物付属設・備

固定資産合計

資産合計

(流動負債）

流動･負債･合計

(固定･負債）

固定負債合計

負債合計
一

正味財産

什器備品

無形固定資産

電話加入権

差入保証金

未払金

前受.金

長期前受金

財産目録

平成26年３月３１日現在

場所･数量等

手許保管

三菱東京Ｕ町銀行虎ﾉ門支店

みずほ銀行丸の内中央支店

三井住友銀行日比谷通支店

三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店

住友信託銀行東京営業部

中国ファンド大和証券

三菱京京UFJ銀行虎ノ門支店

みずほ銀行丸の内中央支店

三井住友銀行日比谷通支店

三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店

住友信託銀行東京営業部

有価証券中国ファンド大和証券

港区赤坂1-3-5赤坂アピタシオンビル

賃貸事務所内装工事費

パソコン他

会計ソフト

電話加入権

事務所を賃貸するにあたり保証金を
差し入れ

－２５

使用目的等

運転資金

運転資金

運転資金

運転資金

運転資金

運転資金

運転資金

jlCAよりの業務委託費の未収金

事務所賃借料H96年４月分前払い

公益目的保有財産であり、運用益を調査･研究事

業及び講演会･セミナー等の開催事業の財源とし
て使用している。

共有財産であるため､、使用面積の割合により、下

記のとおり按分している。

１０%(期末帳簿価格39,832円)は､公益目的保有
財産として､調査･研究事業及び講演会･セミナー

等の開催事業に使用している。

70%(期末帳簿価格278,826円)は､公益目的保有
財産として､法整備支援事業に使用している。

20%(期末帳簿価格79,664円)は､公益目的事業
に必要な法人管理活動の用に供する財産として、

管理業務に使用している。

公益目的保有財産であり､各事業及び管理業務
で使用している共有財産である。

公益目的保有財産であり､各事業及び管理業務
で使用している共有財産である｡

派遣会社に対する委託費の未払い

金沢セミナーテープ起こし費用

アジア大洋州法制度研究会海外調査のための

出張費用

事務所強制移転に伴う家･賃補填平成26年度分

事務所強制移転に伴う家賃補填平成27年度分

(単位:円）

１６３，５７１

５，６３１，０３０

268,945

176,775

179,073

7971931

297,188

25,052,737

353,765

４５０

3２．９２１．４６４

10,000,000

10,000,000

７j500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

3981323

L67Lll3

550,672

301,392

1.965,366

54,886,866

87.808.330

9６７，０６２

51,975

487,373

1，８１８．１４４

3．３２４．５５４

454,536

４５４，５３６

３，７７９‘090

84,029,240



監査報告書

平成２６年４月２４日

公益財団法人国際民商事法センター

理事長原田明夫殿

公益財団法人国際民商事法センター

蓋事兼証識慧籍
同服部進睦

．．言溌．
廷』,薮
ﾆｦ:鍔鳶壊

､■=←

私たち監事は、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの理事の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

l、監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整

備に努めるととともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法

に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計

算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産

目録について検討いたしました。

ワ
ー､ 監査意見

（１）事業報告等の監査結果

一事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているもの

と認めます。

二理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

（２）計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の

状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

－２６－



平成２６年度事業計画書

(平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

１，公益事業ｌアジア地域を中心とする民商事法分野での調査・研究及び講演

会・セミナー等の開催並びにその援助

成果物については、印刷物にして関係者に配布するとともにホームページ上に

公開することとしている。

（１）調査・研究事業

①日韓パートナーシップ研修

韓国とは、経済。文化他全般にわたり、従来に増して緊密な関係が進展すると

期待されており、当財団は法務省と共同して、平成１１年度より法務省.法務局

と裁判所の職員､韓国の大法院(最高裁)。各級法院に勤務する登記及び執行関係

職員との間で所掌業務に関する諸問題について相互に研究検討するパートナー

シップ研修を実施している。平成２６年度は引き続いて「不動産登記制度、商

業登記制度、戸籍・供託制度及び民事執行制度をめぐる実務上の諸問題」をテ

ーマとして、６月に東京、１０月に高陽(韓国)で研修を実施する予定である。

②アジア太平洋地域法制度調査研究

当財団は、法務省法務総合研究所と共同して、アジア太平洋地域の法制度につ

いて関西の学者、実務家に依頼し、研究会を実施している。第１期「倒産法及

び倒産法に関連する担保」、第２期「ＡＤＲ」、第３期「知的財産権保護法制」、

第４期「国際会社法比較研究」、第５期「株主代表訴訟」、第６期「監査制度」

を実施してきたが、平成２４年度より３年間の予定で、「会社情報の提供制度」

について研究事業を実施している。当年度はその最終年度である。

③

会社情報提供制度研究会

主催：法務省法務総合研究所、当財団

期問：平成２４年度より３年間

対象国・地域：韓国､ベトナム、台湾、シンガポール

研究会：座長近藤光男神戸大学教授

研究会委員：９名

当年度は、定期的研究会の開催及び成果発表の場としての公開シンポジウムの

開催を中心に実施する予定。

調査研究

一昨年、昨年と中央アジア諸国の法制度を理解する上で必要となるロシア法

の調査研究を実施したが、当年度も同様の調査を継続して実施する予定。

－２７－



(2)セミナー、講演会、シンポジウム事業

①日中民商事法セミナー

当財団は中国国家発展改革委員会を中国側の相手方として他関係機関の協力も

得て中国との法律交流事業を取り進めているが､平成２６年度は第１９回日中

民商事法セミナーを次のとおり開催する予定。

時期･場所

テーマ

主催日本

中国

日本側講師

平成２６年１０月北京

未定（検討中）

法務省法務総合研究所、当財団

国家発展改革委員会

テーマに関する専門家講師２～３名招聴

本セミナーでは日中の開催地側(今年度は中国側）より時機に応じたテーマを取

り上げて相手国の専門家を招膳し講演を行ってもらう方式をとっており､今年度

は中国側から要望がでることになっている。

日中民商事法セミナーは、当財団設立以来継続してきた重要プロジェクトであ

り、日中双方の民商事法分野での専門家の交流を通じ、広く企業等実務家にも有

意義であるとの評価を受けており、この内容の一層の充実を図るとともに、ます

ます国家発展改革委員会との友好関係を深め､将来に向け新たな協力事業も検討

したい。

②国際民商事法講演会

特定国について関心の高いテーマを選び､当該国の専門家による講演会を機会あ

る毎に開催しており、前年度は「ミャンマーの法制度及びビジネス法に関する最

新情報」をテーマとして実施した。

当年度も法務省法務総合研究所他関係諸機関の協力を得て､前年度に引き続き講
演会を開催する予定としている。

③商事法務研究会講演会

平成２４年度、公益社団法人商事法務研究会等と共催して、「アジア市場の形成

に向けた日本の役割｣をテーマにしてシンポジウムを開催したが､好評であった。

今年度も引き続き企業に関心あるテーマを選び､講演会もしくはシンポジウムの

開催を予定している。

④アジア太平洋諸国法制度シンポジウム（会社情報提供制度セミナー）

平成２４年度より実施している会社情報提供制度研究会の成果発表の場として

研究対象地域である韓国、台湾、シンガポール及びベトナムから専門家を招へい

し公開シンポジウムを開催する。

2８－



日時：平成２６年９月

場所：大阪中之島合同庁舎２階国際会議室

主催：法務省法務総合研究所、当財団、日本貿易振興機構(ｼﾞｪﾄﾛ）（予定）

⑤国際民商事法「金沢セミナー」

アジア.東南アジア地域におけるビジネス法関連の情報交換と、同地域における

ビジネス法｡経済法分野での法整備支援のニーズ及びドナー間連携の可能性につ

いて意見及び情報交換を行うことを目的として国内外の専門家を招いて実施し

ている。平成２６年度は、次のとおり開催する予定である。

時期･場所

テーマ

主催

平成２７年３月金沢

未定（検討中）

石川国際民商事法センター、当財団、

北国新聞社及び法務省法務総合研究所

⑥人材育成のためのシンポジウム

法整備支援を促進するためには、これを支える国内人材の育成と活用が極めて

重要であり、さまざまな人的資源を発掘・確保するための一方策として、法整

備支援を担う次世代の若者らとの意見交換の場を提供することが必要である。

法務省法務総合研究所、名古屋大学法制国際教育協力研究センター(CALE)、当

財団他が主催して、他大学生，法科大学院生。若手法曹や研究者を対象に、平

成２１年８月に「わたしたちの法整備支援～ともに考えよう！法の世界の国際

協力」シンポジウムを開催し、その後継続している。平成２６年度は、引き続

き、人材育成をテーマして、８月に予定しているサマースクール等と連動させ

て、６月にキックオフセミナーを、１１月にシンポジウムを夫々開催する予

定である。

上記の他に、法務省をはじめとしてアジア諸国の法制度に関係している諸団体が行

う事業で、当財団の目的趣旨に沿うものについては、その成果を上げるべく、当財

団としても積極的に協力することとしている。

２、公益事業２法整備支援事業

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、政府開発援助(ODA)の一環として、主と

してアジア諸国を対象に法整備支援及び法曹人材の育成支援のため、各国より

立法担当者や政府関係者を招致し、日本の法制度やその運用システムの研修を

実施している他、現地への専門家派遣、法律草案作成、法曹養成教育機関への

協力等の支援プロジェクトを拡大している。

当財団は、国際協力機構による民商事分野の支援事業を平成１２年度より随意

契約で受託し、法務省法務総合研究所他関係先と協力し実施してきた。平成２
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０年度よりは共同研究会･作業部会等の運営管理業務については公示｡応募によ

るプロポーザル方式に変更され、当財団ではこれに応募し受託業者として選定

され、平成２０年度、２１年度委託業務を実施した。平成２２年度～２４年度

については一般競争入札となり、当財団はこれに参加し所定の手続きを経て平

成２２～２４年度の業務委託契約を締結した｡平成２５～２７年度については、

共同研究会･作業部会等の運営管理業務に加え､それまで個別に随意契約で実施

してきた国別研修の精算業務等も合わせた公示･応募によるプロポーザル方式

に変更され、当財団ではこれに応募し受託業者として選定され、平成２６年度

はその2年目となる。

国際協力機構受託事業収入の過去5年間の推移は以下のとおりである。

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

受託事業収入（千円）

６１，２３０

５７，５３４

５６，７２２

７１，０３２（見込）

７２，２８１（計画）

（１）Ｈ26年度に予定されているプロジェクトは次のとおり。

①カンボジア

案件名：民法。民訴法普及プロジェクト

案件概要：民法・民事訴訟法及び関連法令の定着のための、司法省、王立司法学院、

弁護士会、王立法科経済大学における人材育成、司法省の民事運用能力

強化支援、民法関連の不動産共同省令の起草・普及支援

部会等：カンボジア民事訴訟法作業部会、カンボジア民法作業部会

研修予定：２０名を２週間の予定で招へい、３回/年

②ベトナム

案件名：法・司法制度改革支援プロジェクト（フェーズ２）

案件概要：中央司法関係機関による法規範文書の運用及び裁判実務改善にかかる組

織能力向上、地方の課題への指導。助言能力強化、法規範文書の起草。

改正（改正民法、不動産登記法、担保取引登録法、改正民事訴訟法、改

正刑事訴訟法等）

部会等：ベトナム民法共同研究会、ベトナム裁判実務改善研究会

研修予定：２０名を１～２週間の予定で招へい、３回/年

③中国

案件名：（国別研修）行政訴訟法及び行政関連法

案件概要：中国行政訴訟法及び行政関連法の改正に資する日中の法令。規則及び裁

判実務の比較検討
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部会等：中国行政訴訟法及び行政関連法アドバイザリーグループ

研修予定：１２名を２週間の予定で招へい、２回/年

④ネパール

ａ・案件名：（個別案件専門家）法整備アドバイザー

案件概要：ネパール政府による第２次５ケ年司法戦略計画等の効果的かつ効率的な

実施、及び民法の立法化。普及の支援等を行う

部会等：ネパール民法改正支援アドバイザリーグループ

b・案伽件名：迅速かつ公平な紛争解決のための裁判所能力強化プロジェクト

案件概要:裁判所の事件管理制度の改善や司法調停による紛争解決の促進を通じた、

裁判所の迅速かつ公平な紛争解決機能の向上。

部会等：ネパール裁判ＡＧ(９月～）

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、２回/年

⑤モンゴル

案件名：調停制度強化プロジェクト（フェーズ2）

案件概要：調停法成立を受けて、調停制度の全国導入を支援（制度整備、人材育成

支援等）

部会等：モンゴル調停制度強化アドバイザリーグループ

⑥ラオス

案件名：法律人材育成強化プロジェクト

案件概要：民法、民事訴訟法及び刑事訴訟法に関する理論や実務上の問題を分析し

た「モデルハンドブヅク」の作成を通じた、法学教育。研修。実務の改

善のための基礎的能力向上

部会等；ラオス民法アドバイザリーグループ（JICA-NETセミナー）

ラオス民事訴訟法アドバイザリーグループ（JICA-NETセミナー）

ラオス刑事訴訟法アドバイザリーグループ（JICA-NETセミナー）

研修予定：１５名を２週間の予定で招へい、２回/年

⑦ミャンマー

案件名：法整備支援プロジェクト

案件概要：法務長官府の法案審査及び法的助言能力の向上及び最高裁判所の法情報

の調査及び法案作成能力の向上を含む、両機関の立法実務能力の向上、

人材育成強化を支援

研修予定：１０名を２週間の予定で招へい、３回/年
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（２）その他法整備支援案件

①法整備支援連絡会

平成１２年から法整備支援に関する関係機関が一堂に会し、意見や情報の交

換を行う場として、法整備支援連絡会を開催している。平成２５年度は従来

と同様、平成２６年１月に大阪で開催される予定である。（当財団後援）

②インドネシア

案件名：インドネシア裁判官人材育成強化共同研究

案件概要：インドネシアにおける民事裁判実務の現状と課題などについて情

報提供を受けるとともに我が国の民事裁判実務を紹介して，両国

の民事裁判実務のあり方などを共同研究

研修予定：１０名を２週間招へい。１回/年

③東ティモール

案件名：東ティモール共同法制研究

案件概要：東ティモールにおける法制度整備の状況，法案起草能力等に関す

る最新情報を入手するとともに，我が国の立法技術や制度構築に

関する基礎知識等を紹介し，今後の同国における法令整備及びそ

の運用の在り方につき共同研究

研修予定：５名を２週間招へい。１回/年

３、その他

（１）機関誌「ＩＣＣＬＣ」発行

平成２６年７月発行予定

平成２５年度事業報告、平成２６年度事業計画を掲載

その他、セミナー・講演会の成果物として、機関誌「ＩＣＣＬＣ」もしくは

ニュースレター「ＩＣＣＬＣＮＥＷＳ」を随時発行予定

（２）パンフレット作成･ホームページの維持

当財団パンフレットの改訂、ホームページのメンテナンス等を行う。

ホームページでは、財団の活動を幅広く知ってもらうため、セミナー・講演

会等の案内を都度掲載し、またその成果物についても、極力ホームページ上

で公開することとしている。

以上
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収支予算書（正味財産増減予算書）

自平成26年４月旧至平成27年３月３１日

科用 予算額 前年度予算額

I一般正味財度増減の部

１，経常増減の部

Ⅲﾖ至常収益

①基本財団運用益

基本財産受取利息 17-847 17.847

②受取会費

受取会費 21.500.000 22.500.000

③事業収益 72281-270 55.62318Ｂ

業務受託収益 72.281.270 54.266.113

研修業務受託収益 1.357.075

④その他

受取利息 1６．９７８ 16.978

その他 1.835.122 2.781.000

経常収益計 95.651.217 80939.013

(2)経常費用

事誰責 88-084-601 ].618-884

委託費（人件費） 21.677.582 2.072.771

委託費（その他） 23-628-344 ７６６８３４

諸謝金 １０ 178.749 9.661.277

旅費交通費 1２ 76.707 14-421.062

禰信運拶費 35.253 194.】３６

譲費 7-1637.413 5.675814

交際費

場萱 1.807.87Ｂ 2.007-2‘1６

印刷製本萱 1.800.754 2.553.61

新聞図書賀 458.443 455.044０

話会費

光熱水道萱 254.400

消耗品賛 1079-106 997.354

消耗什器備品費 160.000 28-464

OA磯器ﾘー ｽ料 571.699 302.400

修繕費

貢借料 3.400.869 3.605818

共益費 890-711 1.4630】１

法定福利費

租税公課 1‘０００

支払手数料 272.301 59.555

減価償却萱 643-407 240答000

雑費 10.984 １１３－４８２

菅理萱〈注） 7-759.475 11.736.294

委託費（人件費） 2.959.275 3,274,538

委託費（その他） 648500 703-500

諸謝金

旅費交逓費 600.000 959.862

涌信運搬費 253.436 1.102.674

謹蓋 695.000 812216

交際費

会増貰

印刷製本費 554.650 604.222

新聞図害賓 52.596

会費 233.000 64-900

光熱水道費 63.600 50.782

消耗品蓋 １９２０００ 57.024

消耗什器備品費 40.000

ＯＡ機器ﾘー ｽ料 67-536

侭誰蚕費

賃借料 850.217

共益費 222678

法定福利蓑 86-349 ４３．１９３

租税公課 3－０００ ４６．１００

支払手数料 74-040 33.521

減価侭却賓 160.852

雑費一一一一一一 ２．７４６

経常費用計 95.844.076 85.355.178

評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等

特定壷産評価損益簿

投資有価証券評価損益等

評価堀茶等計

当期経常増減頭 =1９２８５9，=4,416.16

2､経常外増減の部 Ｉ

(1】経常外収益

{21経常外費用

当期一般正嫁財産増減甑 -192-859１-4,416.16
一鰐下味財産期首残高 ８４．５３２０２1１８４‘532.02

一般正味財産期末残高 84.339‘1６

正味財産期末残高

－３３

単位:円

増減額 備考

-1.00ｑＯＯＯ

16.658.0B２

1８．０１５．１５７

･-1.357.075

－９４５．８７８

14.712.204

14.465-717

-395.189

13.86151０

５１７．４7２

－２ １４ ﾖ５

1７

1.（ ６１．５９９

99.338

-75289Ｂ

３．４０３

254-400

81.752

131.536

269.299

-204.949

－５７２３００

=1.000

212.746

403-407

-102-498

-3.976.819

315.263

-55.000

-359.862

･-849.238

－１１７－２１６

49.572

-42.163

-31-900

･-87-11８２

34.1９７６

32.1384

－２７０ 1４４

-51.237

-143‘０７５

-56.844

－２４３１００

－５９．４８１

1００８５２

-1.414.254

【0.488.898

4.223-30

4２２３３０

4.223.30

4.223.30



Ⅱ

単位:円
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収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成26年４月１日から平成27年３月３１日まで

‘

／
／

科目

I一般正味財度増減の部

１，経常増減の部

(1)経常収益

①基本財団運用益

基本財産受取利息

②受取会費

受取会責

③事業収益

業務受託収益

研修業務受託収益

④その他

受取利恩

その他

一悪畜厄蓋評一
[2}経常藍用

蕊業買

委託費（人件費〕

委託費〔その他〕

諸謝金

旅費交通費

通信運搬費

会霊費

際費

場費

印刷製本費

新聞図書藍

諸会費

光熱水道費

消耗品費

消耗什器備品費

OA擬器ﾘー ｽ料

修繕費

賃借料

共益費

法定福利費

租税公課

支払手数料

減価償却費

雑費

管理費［注）

委託費（人件費〕

委託費（その他〕

諸謝金

旅費交通費

j匝信運搬費

会凝費

交際費

場費

印刷製本賛

新聞図書費

諸会費

光熱水道費

消耗品費

荊耗什器備品費

ＯＡ機器ﾘー ｽ料

修繕費

翼借料

共益費

法定福利費

租税公課

支払手数料

減価償却費

雑費

経常費用計一一

評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等

特定資産評価損益等

投資有価証券評価掘益等

評価損益等肘

当期経常増減麺

2,経常外増減の部

(1)経常外収益

{21経議外費用

当期一般正味財産地減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

1--正味財産期末残高

公然昌的事業会計。

調壷研究･謝涜会／
セミナー開催事業

1７．８４７

１５５７５．６４７

16.978

15.610.472

15.705.079

1.322.315

２．０５f､5３１

1.007.363

4.896.140

3Ｂ9.975

1.838.269

1807-878

1.350.000

31.800

３１４９９４

20.000

33-768

425.109

【１１．３３９

２２．８００

80.426

1-373

JＪ
15-705-079

-94-607

-94.60

法整備支篭藷業

72281270

72.281.270

72.281.270

72.379.521

20.355.267

21.576.813

9.171.386

7-380-567

945.278

5-799.144

450.754

458.443

”?_ROO

764-112

140.000

537.931

2.975.760

779-372

249-501

562.981

9.611

７－屡祁Z研

■I■

計

I７Ｂ４７

15.575-647

72.281.270

72.281.270

1６．９７８

87.891.742

8BOB4-601

21.677582

23.628-344

10.17

智２．２７

1-33

7.63

1.807.878

1-800-754

４５ａ443

2モ

1.01

3-400-869

272

643.K

１０.〔

88-084-601

-192‘8５

-192.85

ﾗ4-400

79.106

］0.000

71.699

1.749

i､707

]､253

7.413

０７

8４

法人会計

5.924-353

１８３５１２２

7巴759.475

7.759.475

2-959275

648.500

６００．０００

253.436

695.000

554.650

52.596

233.000

6３６００

192.000

4０－０００

67.536

850-217

222-878

86.349

3.000

74.040

１６０８５２

２７４６

7-759475

｜‐‐－

総合計

17.847

21.500-000

72.281.270

72.281.270

16978

1.835,122

95塁6５１．２１７

Ｉ型
ｒ４９

PO7

－
８

]､1７８

2２７６

､084.

677

628

1.335

7-637

1.807

1.800.754

458.443

254.400

1.079.106

160.000

571.699

3.400869

890.711

272.301

643.407

10.984

2.959.275

648‘500

600000

253-436

695.000

554650

52596

233.000

63.600

192.000

40.000

67-536

８５０．２１７

222,67日

95.844.076

-．１９２．８５９

－１９２８５９

B4.532.021

84.339-162

８４３３９－１６２

Z5３

378



資金調達及び設備投資の見込み

(平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

１，資金調達の見込みについて

なし

２，設備投資の見込みについて

なし

3５
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